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第３ 通勤による災害の認定 

 

通勤災害とは、通勤に起因する負傷、疾病、障害又は死亡のことです。その起因性については、一

般的に公務災害の場合と同様に考えてよいとされています。 

 

１ 通勤による負傷 

負傷については、通勤に内在する危険が存することを前提として、本人の故意・素因、天災地変、

偶発的事故、積極的私的行為、恣意的行為及び私的怨恨によるものを除き、原則として通勤による

負傷とされます。 

 

２ 通勤による疾病 

通勤による負傷に起因して生じた疾病及び通勤に起因することが明らかな疾病が、これに該当し

ます。 

 

３ 通勤による障害又は死亡 

通勤による負傷又は疾病と相当因果関係をもって生じたことが明らかな障害又は死亡が、これに

該当します。 

 

 

第４ 認定請求の手続 
 

１ 通勤災害の認定請求の手続については、公務災害の認定請求の手続とほぼ同じですが、特に留意

すべき点は、次のとおりです（P.70 の添付資料一覧参照）。 

⑴ 認定請求書の添付資料として、通常の公務災害の認定請求の場合の提出資料のほかに、 

① 通常の通勤経路・所要時間・交通手段を示す通勤届の写し 

② 通勤届以外に被災職員が使用していた通勤経路・所要時間・交通手段を示す資料 

③ 通勤経路における道路の混雑状況等を示す資料 

等の資料を添付する必要があります。 

⑵ 通勤途上の災害は、その性格上、事故に対する目撃者、同僚等の証言が重要となる場合が多い

ですが、これら現認者がいない場合は、警察署等の公的機関によって作成された書類によって事

実関係の確認をする必要があります。 

⑶ 認定請求に際し、必要とされるものはおおむね上記のとおりですが、その災害が第三者の行為

によって発生したものであるときは、その事実、第三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所

が不明なときは、その旨)を記載した書類（第三者行為による災害届書等）も必要となります（業

務規程第７条第３項）。 

これは、その災害が通勤災害かどうかの認定資料として有益であるばかりでなく、その災害に

関して第三者が被災職員に対して損害の賠償をした場合には、基金が行う補償と同一の事由によ

る賠償であれば基金が免責される場合も予想され、また、基金が補償を先行した場合には、第三

者に基金が求償しなければならないので、それらの手続を進めるためにも必要とされるものです。 
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２ その災害が自動車及び自転車事故の場合には、さらに次の資料を添付する必要があります。 

① 第三者行為による災害届書（記載例はP.99） 

② 自動車安全運転センター都道府県事務所長の発行する交通事故証明書（人身事故用） 

最寄りの警察署、交番又は駐在所で交付申請書がもらえます。 

警察に報告しなかったために証明書が得られない場合には、これに代わるものとして相手方か

ら人身事故証明書入手不能理由書等（記載例は P.103）を徴して提出します。 

③  念 書 

損害賠償に関係した示談の締結そのものについては、本来は事故の当事者間の自由意思にゆだ

ねられるべきものです。しかし、あらかじめ当事者間で損害賠償請求権を放棄するような示談の

締結をすると、基金は求償ができなくなることがありますので、基金に補償を求める場合には、

被災職員から念書（記載例は P.106）を提出させることになります。 

あわせて、第三者からの念書（記載例は P.107～108）も求償権の円滑な確保のために提出させ

るようにします。 

ただし、被災職員の過失が相手方より多い等のため相手方が「念書」の提出を拒む場合には、

これに代わるものとして被災職員が「念書入手不能理由書」（記載例は P.104）を作成して提出し

ます。 

また、同僚間の事故でお互いに職務遂行中の事故については、地方公共団体に代わって補償を

行う基金としても基本的には求償しないので、相手方の念書は不要です（この場合も被災職員の

念書は提出することになります。さらに自動車が関係する同僚加害事案の場合は、交通事故証明

書のほか、車検証、自賠責保険証の写しを提出してください。）。 

④ 示談成立のときは、示談書の写し 

特に、交通事故の場合、損害賠償の示談については、基金が行う補償との間に求償・免責など

の複雑な法律関係が生じます。安易な示談によって、被災職員等に不利な結果を招来すること等

もないとはいえませんので、任命権者側においては基金東京都支部（年金求償担当）と相談の上、

あらかじめ被災職員に対し適切な指導を行うことが特に望まれます。 

 

第５ 認定請求の取下げ 
 

被災職員は、公務災害の場合と同様に、支部長が通勤災害該当・非該当の認定を行うまでの間であ

れば、いつでも認定請求を取り下げることができます。この場合の届出書について特に指定の様式は

ありませんが、Ａ４用紙に請求者の氏名（押印）・所属団体名・所属部署名、請求傷病名、作成年月日

等を記入したうえで、任命権者を経由して速やかに届け出てください（P.55 参照）。 

 

第６ 認定及び結果の通知 
 

認定の結果は、公務災害の場合と同様に、請求者及び任命権者に認定通知書によって通知すること

とされています（地公災法第 45 条第１項）。 

なお、この認定に不服のある請求者は、認定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に支部審査会に審査請求をすることができます（地公災法第 51 条、行服法第 18 条第１項）。 
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認定請求書添付資料一覧（通勤災害） 
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一般的な負傷 

( 自 損 等 ) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○  

出・退勤時間

が通常と異な

る 場 合 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 

理由を証明する資

料(時間外勤務命

令簿等) 

交通事故 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○) (○) ○ (注２) 

その他の事故 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (○) (○) ○ 
事故(事実)証明書 

等 

疾 病 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 
各調査票・診療録 

等 

※ ○は、必ず添付してください。（○）は必要なものを添付します。 

※ なお、基金から医療機関等に対し、被災職員の傷病等について照会を行うことがありますので、本人

(本人が死亡している場合は、その遺族)の「同意書」を提出してください（地方公務員災害補償基金 

東京都支部ＨＰ「請求様式集」に掲載）。 

 

(注１) 通勤経路図には、自宅・勤務場所・災害発生場所（×印）の三地点を明記した縮尺地図に被災当日

の順路（赤線で示す）及びそれぞれの時刻を記入してください。ただし、被災当日通勤届と異なる経路

又は交通手段であった場合は、その理由（別紙）と通勤届の経路を青線で記入してください。 

 

(注２) 第三者行為によって発生した交通事故の場合は、上記のほかに、自動車安全運転センターの交通事

故証明書（人身事故用）あるいは（人身事故証明書入手不能理由書）又は事故（事実）証明書、念書等が

必要となります。 

災害発生状況見取図については、「第三者加害事案・交通事故用」を使用してください。これは、自

転車による交通事故の場合も同様です。 

  また、自動車による同僚加害事案の場合は、車検証、自賠責保険証の写しも提出してください。 

資 料 

区 分 
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 認定請求時のチェックポイント  

 

 各所属・任命権者において、被災職員から提出された認定請求書を確認 

するときに活用してください。 

 

（通勤災害の場合） 

 

□ １ 認定請求書に記載、自署又は押印、レ点のもれはないか。（特に郵便番号、各種年月日・氏

名のふりがな・休業（始期及び終期）・非休業）所属部局の長の証明（文書番号、所属部局の

長の自署若しくは押印又は公印）、任命権者の証明（文書番号又は公印） 

 
□ ２ 各年月日には整合性があるか。 
    災害発生日≦請求年月日≦所属部局の長の証明年月日≦任命権者の意見年月日 
   ※ 災害発生日から任命権者の意見年月日までの間が２か月以上経過しているときは、遅延の

理由を記載した書面を提出すること。 
 
□ ３ 災害発生の状況は具体的で誰にでもよく理解できるように記載されているか。 

特に、災害性（通常の動作とは異なる要素は何か。どのように負傷したのか、ひねった場合
はどちら側にどのくらいひねったのか等）が客観的かつ明確に記載されているか。 

 
□ ４ 合理的な方法・経路で通勤がなされていたか。 

 
□ ５ 逸脱・中断の事実がなかったか。あった場合はそれについての説明がなされているか。「理

由、距離、その他の行動」 
 
□ ６ 勤務の開始又は終了の時刻に誤りはないか（特別な勤務時間の者には、それを証明する書類

（例えば勤務割表の写し、時間外勤務命令簿等）を添付する。）。 
 
□ ７ 住居及び勤務場所を離れた時刻に誤りはないか。 
 
□ ８ 「傷病名」欄は、診断書の内容と合致しているか（傷病名に「疑い」が付記されている場合

は、確定した傷病名にする必要がある。そのためには確定した傷病名の診断書が必要となる。）。 
 

□ ９ 発生状況の内容から考えられないような傷病名がついていることはないか。 
 
□ 10 認定請求書と添付書類間において、事実関係、時間等に食い違いはないか。 
 
□ 11 現認書又は事実証明書の内容は、その現認者又は証明者の立場において、適切に表現されて

いるか。なお、「被災職員に関する事項」欄の氏名が誤って現認者等の氏名になっていないか。 
 
□ 12 症状経過書の内容は、被災日から基金への書類提出日の直近までの状況（又は、治ゆした日

までの状況）が分かるものになっているか。また、転医している場合、医療機関等の内容が詳
しく記載されているか。 

 
□ 13 添付資料は P.70 認定請求書添付資料一覧（通勤災害）に示されたものが添付されているか。

発生状況の説明のため、現場写真等を添付することも有用である。 
 
□ 14 第三者加害事案に該当しないか。該当する場合は、必要書類を添付する。 

 

 




